
人材投資促進税制が拡充・延長
従業員などの成長を期待し、会社がセミナー費用などの教育訓練費を負担した場合に、

税制上の特典として設けられているのが「人材投資促進税制」です。

平成２０年度税制改正前の旧人材投資促進税制では、当期の教育訓練費の金額が過去２期

平均より上回っていなければ、税額控除の対象となりませんでした。結果、中小企業にお

いてほとんどその利用はなかったと思われます。

平成２０年度税制改正において、その要件を大幅に緩和し、教育訓練費の増減そこで、

具体的には にあるように、当期にかかわらず適用ができるようになりました。 、【表１】

の教育訓練費が一定金額を超えれば適用を受けられるようになりました。また、制度の対

象企業を のような中小企業者等に限定し、大企業の適用はできなくなりました。【表２】

平成２０年４月１日から同２１年３月３１新・人材投資促進税制の適用は法人の場合、

日までの間に開始する事業年度から、個人の場合、同２１年度からの適用となります。

【表１】押さえておきたい改正チェックポイント

（１）増加教育訓練費の税額控除（旧制度）

平成２０年４月１日以降に開始する事業年度より廃止

→従って大企業については適用がなくなった

（２）中小企業者等における教育訓練費の税額控除（新制度）

Ａ＝８％＋（教育訓練費／労務費－０．１５％）×４０

当期の教育訓練費×Ａ（８％～１２％）を法人税額から控除

ただし法人税額の２０％が上限となる

（３）本制度を中小企業等基盤強化税制の中に位置付ける

【表２ 「中小企業者」とは？】

（１）資本金が１億円以下の法人のうち、下記以外の法人

人① 同一の大規模法人に資本金又は出資金の額の１／２以上を所有されている法

② ２以上の大規模法人に資本金又は出資金の額の２／３以上所有されている法人

（２）資本金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が１千人以下の法人

（３）常時使用する従業員が１千人以下の個人

（４）農業協同組合等

【教育訓練費の対象者判定ポイント】

、 、 、教育訓練費の対象者となるのは法人の使用人であり 一般的には正社員 契約社員

パート、アルバイト等が該当します。したがって、パート、アルバイトを対象とした

教育訓練費もこの制度の適用を受けることができます。ただし、次に該当する者は対

象外となります。

① 当該法人の役員の親族

② 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③ ①②以外の者で役員から生計の支援を受けている者

④ ②③と生計を一にするこれらの者の親族

③ 使用人兼務役員

なお、教育訓練費の内容等、当該制度の詳細な内容は、監査担当者及び当事務所に

お尋ね下さい。
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老齢厚生年金 (60歳代後半： 65歳以上 )
～在職老齢年金～ について

６５歳から支給される老齢厚生年金の受給権者が である月において、その者の被保険者

「 」 「 （ ）総報酬月額相当額 * と 当該老齢厚生年金の額 加給年金額及び繰下げ加算額を除く

を１２で除して得た額（これを「 」という 」との合計額が （現基本月額 支給停止調整額）

在 ）を超えるときは、その月分の老齢厚生年金について、その全部（繰下げ加算４８万円

額を除く）又は一部の支給を停止します。

昭和１２年４月１日以前に生まれた者には、当該規定は適用されません。

（ ） 。平成１９年４月から７０歳以上 昭和１２年４月２日以後生まれ の者も適用されます

…受給権者が被保険者である月の標準報酬月額とその月以前の１年＊総報酬月額相当額

間の標準賞与額の総額を１２で除して得た額とを合算して得た額。

［ 支給停止額の計算方法 ］

支 給 停 止 額

総報酬月額相当額 支給停止はなし

＋基本月額が４８万円以下

総報酬月額相当額 １月について次の額の支給を停止

＋基本月額が４８万円超 (総報酬月額相当額＋基本月額－４８万円)×１／２

上記の支給停止額に１２を乗じて得た額（これを「支給停止基準額」という）が、

老齢厚生年金の額（加給年金額及び繰下げ加算額を除く）以上であるときは、老

齢厚生年金の全部（繰下げ加算額を除く）の支給を停止する。

総報酬月額相当額の計算例

～「年金額２４０万円 ・ 総報酬月額相当額３４万円」の場合 ～」 「

「基本月額」＝２４０万円÷１２＝２０万円

「総報酬月額相当額３４万円」＋「基本月額２０万円」＞４８万円

＝ (３４万円＋２０万円－ ）×１／２＝３万円（月額）＊「支給停止額」 ４８万円

３万円×１２＝３６万円（年額）

＝２０万円－３万円＝１７万円 （月額）＊「 支 給 額 」

１７万円×１２＝２０４万円 （年額）

税 金 は 住 み 良 い 社 会 の お 手 伝 い



多発する異常気象

異常気象といわれると、台風や洪水、干ばつなどを思い浮かべますが、私達の身近なと

ころでも異常気象は起きています。毎年のように続く猛暑や暖冬も十分に異常気象と言え

るかもしれません。

気象庁では 「過去 年の気候に対して著しい偏りを示した天候」を異常気象と定義し、 30
25ています。世界気象機関では 「平均気温や降水量が平年より著しく偏り、その偏差が、

年以上に 回しか起こらない程度の大きさの現象」を異常気象と定義しています。1

その原因とは？

異常気象の原因は、実はまだはっきり分かっていま

せん。

地球の上空には 「偏西風」や「貿易風」など大気、

の流れがあり、それが世界各地の雨の降り方や気温に

影響を与えています。また大気の流れは、海面の温度

とも関係しています。異常気象は、そうした地球上の

大気の流れや海面温度に、いつもと違う大きな変化が

あると起きます。

例えば、南米ペルー沖の海水温度が高くなる「エルニーニョ現象 、その逆に海水温度」

が低くなる「ラニーニャ現象」などが考えられます。

他にも、火山の大噴火による大気の流れの変化や 「地球温暖化」も異常気象の原因の、

ひとつと言われています。

エルニーニョ現象

異常気象の原因になるとされているエルニーニョ現象ですが、これはクリスマス頃に起

こる季節的気象現象と定義されています。また、エルニーニョは約４年に一度起きて、一

旦起きると１年から１年半は持続するとされていることから、エルニーニョ現象は数年の

周期で起こるものであり 「エルニーニョ現象 異常気象」ではないとされます。、 =

対応
昨年、気象庁は、猛暑や暖冬、豪雪など

の異常気象の要因や見通しを迅速に発表す

るため、専門家を集めた「異常気象分析検

討会」を発足させました。

検討会は、全国の大学の研究者ら１０人

の専門家で構成され、北陸を中心とした一

昨年の豪雪や昨年の暖冬のように、長期に

わたって続く異常気象を主な検討の対象と

し、地球温暖化との関連などについて最新

の情報を基に分析を行います。

気象庁は検討会が分析した異常気象の要

、因や見通しを速やかに公表することにして

将来的には長期予報の精度の向上などにつ

なげていきたいとしています。

中林 拓也

経 営 助 言 管 理 シ ス テ ム で 明 日 の 経 営 を 招 く




